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○変更した条文のみ記載。赤字で示した部分は変更箇所を示す。 

改     正 現     行 備  考 
（目的） 
 第２条 この会議は、国土交通省中国地方整備局長が作成した「斐伊川水系河川整備計画（国管

理区間）」（以下、「整備計画」）に基づき実施している事業の進捗状況や河川整備に関する新たな視

点等に関して意見を聴く場として設置するものである。 
２．整備計画の変更を行う場合においては、河川法第１６条の２第３項の規定に基づき、学識経験

を有する者の意見を聴く場とする。 
３．整備計画に基づいて実施される事業のうち、事業評価の対象となる事業について、中国地方整

備局長が設置する事業評価監視委員会に代わって審議を行うものとする。 

（目的） 
 第２条 この会議は、国土交通省中国地方整備局長が作成した「斐伊川水系河川整備計画（国管

理区間）」（以下、「整備計画」）に基づき実施している事業の進捗状況や河川整備に関する新たな視

点等に関して意見を聴く場として設置するものである。 
２．整備計画の変更を行う場合においては、河川法第１６条の２第３項の規定に基づき、学識経験

を有する者の意見を聴く場とする。 
３．整備計画の変更等に伴い事業評価が実施される場合は、再評価の対象事業の評価を行い意見を

聴くものとする。 

 

（附則） 
 この規約は平成２７年１２月１７日から施行する。 
（改正）平成２９年３月６日から施行する。 
（改正）平成３０年３月１９日から施行する。 
（改正）平成３１年３月１１日から施行する。 
（改正）令和３年１１月 １日から施行する。 

（附則） 
 この規約は平成２７年１２月１７日から施行する。 
（改正）平成２９年３月６日から施行する。 
（改正）平成３０年３月１９日から施行する。 
（改正）平成３１年３月１１日から施行する。 
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